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（シニア活躍応援プロジェクト）高齢者の雇用促進・就業支援等業務 

〔提案競技実施要領〕 

１ 委託件名  高齢者の雇用促進・就業支援等業務 

２ 履行期間  令和８年４月１日（水）から令和９年３月 31日（水）まで 

※当該業務の履行状況が良好であったと判断できる場合に限り、本業務に係る予算成立

を条件として、引き続き令和 10年度まで契約を更新することがあります（令和９年度

の業務内容は、令和８年度の実施状況を踏まえ調整します）。ただし、市の施策の変更

等によっては、更新を行わない場合があります。

３ 事業の目的 

 超高齢社会を迎える中、福岡市においても、高齢者が意欲等に応じて社会の中で活躍できる仕組みや

環境をつくっていくことが必要となっています。 

特に就業については、国の調査によると、65歳を過ぎても働きたいと考えている人が非常に高い一方

で、実際の有業者は３割未満にとどまっており、高齢者のニーズと企業の求人の間で、ミスマッチ（職

種、勤務内容・時間等の不一致）が生じているものと思われます。 

また、就業を通じて、知識や経験、スキルを社会で生かすことは、生きがいや健康づくり、ひいては

健康寿命の延伸にも効果があるとされています。 

こうしたことから、令和元年度から、働きたい高齢者と企業の雇用をマッチングする仕組みや環境を

つくり、高齢者の就業を応援していく「シニア活躍応援プロジェクト」を実施しています。 

本委託はその一環として、高齢者に対する就業支援（セミナー・相談会等）や企業に対する高齢者雇

用の働きかけ・求人開拓、両者のマッチング及び「シニア・ハローワークふくおか」との連携した取組

み等を行う事業者を選定するものです。 

４ 委託内容 

別紙業務説明書のとおり 

５ 上限額  ２１，９８２千円 

※ 消費税及び地方消費税を含みます。

提案価格が契約上限金額を超える場合は、失格となります。

※ 令和８年度予算の議決を前提とした金額であり、今後変更となる可能性があります。

６ この提案競技に参加する者に必要な資格 

次の各号に掲げる資格（以下「参加資格」という。）を有する者でなければこの提案競技に参加する事

ができないものとします。 

（１）法人格を有する者であること。 

（複数の法人で事業体を組み、提案する場合は主たる提案者が法人格を有していること。） 

（２）業務の一部に企業と高齢者のマッチング業務（職業紹介事業）が含まれていることから、職業安 

定法に基づく職業紹介事業の許可を有していること等により適法に業務が実施できること。 

（３）福岡市域内の事業者との幅広いネットワークを有し、本事業の目的達成に必要な知見を持ち合わ

せていること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（５）この提案競技の募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、この

提案競技の終了を宣言した日）までの間に、本市から福岡市競争入札参加停止等措置要領（以下「措

置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期間がある者でない

こと。 

※措置要領が掲示されているホームページアドレス

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku_kanri/keiyaku_hp/law_index.html
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（６）この提案競技の募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、この

提案競技の終了を宣言した日）までの間に、措置要領別表第１、第２及び第３の各号に規定する措

置要件に該当しない者であること。 

（７）福岡市暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者で

ないこと。 

（８）市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと（福岡市内に事業所がない場合、本社所在地

で滞納していないこと）。 

（９）会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定がなされ、競

争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、破産法

に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなさ

れている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であ

ると認められる者でないこと。 

 

７ スケジュール 

（１）実施要綱の公表        令和７年 12月 24日（水） 

（２）質問締切           令和８年 １月 ８日（木）17時 

（３）参加申込書の提出締切    令和８年 １月 16日（金）正午 

（４）提案書の提出締切     令和８年 １月 23日（金）正午 

（５）提案説明         令和８年 １月 29日（木）午後（予定） 

（６）契約締結           令和８年 ４月 １日（水） 

 

８ 質問 

提案を行うに当たり質問がある場合は、提案競技質問書（質問書様式）に記載の上、ご提出ください。 

（１）質問締切 令和８年１月 ８日（木）17時まで 

（２）提出方法 「１６ 問い合わせ・提案提出先」宛にＥメールでご提出ください。 

（３）回答   質問に対する回答は、令和８年１月 13日（火）１７時までに福岡市ホームページ内の

下記に掲載します。 

［掲載場所］ 

HOME＞創業・産業・ビジネス＞入札・契約・公募＞各所管課が公募する競争入札、提案 

競技等＞質問と回答 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/business/keiyaku-kobo/teiankyogi.html 
 

９ 参加申込 

提案競技への参加を希望される場合は、下記のとおり参加申込書を提出してください。 

（１）提出期限・提出方法 令和８年１月 16日（金）正午まで 

「１６ 問い合わせ・提案提出先」宛に郵送（必着）または持参してください。 

 ※郵送の場合は、簡易書留により郵送してください。 

（２）提出書類 

①企画提案参加申込書（様式１） 

②企画提案趣意書（様式２） 

③会社概要（事業概要が分かるパンフレット、ホームページの写し等でも可） 

④市税に係る徴収金に滞納がないことの証明 

（福岡市内に事業所がない場合は、本社所在地の市区町村が発行する証明） 

⑤消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明 

⑥法人登記簿（現在事項全部証明書） 
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⑦委任状（様式３） 

※この提案競技の案件に係る本市との取引を代理人（支店長、営業所長等）に行わせる場合は、

所定の様式により委任状を作成して提出すること。 

⑧誓約書（様式４） 

※代表者の所在地、商号又は名称、代表者役職名、氏名を記入し、印鑑は実印を使用すること。 

⑨役員名簿（様式５） 

※代表者及び役員（⑦の委任状を提出する場合は代理人（支店長、営業所長等）を含む。）の、氏

名、フリガナ、生年月日、性別を記入すること。 

※この情報は、福岡市の事務事業から暴力団を排除するために、福岡県警察本部へ照会すること

に使用します。 

※役員とは、株式会社、有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、公益法

人、協同組合、協業組合の理事をいう。（監査役、監事、事務局長は含まない。） 

⑩直近の決算２年分の財務諸表の写し 

※直近決算２年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の写しを提出 

すること。 

   ⑪有料（無料）職業紹介事業の許可を取得していること又は無料職業紹介事業の届出を行っている

ことを証する書類の写し 

（留意事項） 

・④～⑥は、提出日から３か月以内に発行された原本をご提出ください。 

なお、「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」又は「福岡市・水道局・交通局特定調達

契約等に係る競争入札有資格者名簿」に登載されている者であり、当該登載の有効期間内にこの

提案募集の公示日又は提案競技参加申請期限日が含まれている者にあっては、④～⑩の提出を免

除します。 

   ・⑨を提出する場合は、紙のほか電子メール（例 Excelで作成した役員名簿のファイル添付等） 

での提出をお願いします。 

・複数の法人で事業体を組み、共同提案する場合、併せて「共同事業者構成表（様式６）」を提出し

てください。また提出書類はそれぞれの事業者についてのものを主たる事業者が取りまとめて提

出してください。 

 （３）提出部数 各１部 

 （４）書類審査（１次審査）の実施 

６社以上から申し込みがあった場合は、参加申込時の提出書類による書類審査（１次審査）を

行う場合があります。１次審査を行った場合、参加申し込みをされた全事業者に対し、参加資格

の有無を、令和８年１月 21日(水)１７時までにＥメールで連絡します。 

（５）その他 

   ・上記（２）の書類を提出していない事業者は、提案競技に参加することはできません。 

・参加申込後に参加を辞退する場合は、提案参加辞退届（様式７）の提出をお願いします。（※共同

提案の場合で、共同事業者構成表に記載する一部の者が辞退する場合は、辞退する者について、

提案参加辞退届（様式７）をご提出ください。） 

 

10 提案書等の提出について 

（１）提出期限・提出方法 令和８年１月 23日（金）正午まで 

「１６ 問い合わせ・提案提出先」宛にＥメール添付、郵送（必着）または持参してください。 

 ※Ｅメール添付の場合は、提出書類をＰＤＦ変換後、添付の上、送信してください。 

※郵送の場合は、簡易書留により郵送してください。 
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 （２）提出書類 

①事業提案書 

書式は自由／Ａ４サイズ／１５ページ以内（表紙除く）／片面印刷／ホチキス左肩どめ 

※本委託の実施に係る提案に加えて、高齢者の就業・雇用に関する見解等を記載すること。 

②見積書 

・業務説明書及び事業提案書（追加提案を含む）に記載している事項を実施するために必要な経費

は、すべて見積りに含まれるものとして、項目別に具体的に記載すること。 

（３）提出部数 ８部（郵送または持参の場合） 

（４）その他 

 ・１事業者（１共同事業体）１提案とし、複数の提案は認めません。 

  ・提出書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。 

  ・提出期限までに提出がなかった場合は、提案競技参加を辞退したものとみなします。 

   ・公平な審査を期すため、提案者が分からない状態で審査いたします。そのため、提案書・見積書

には、表紙も含め、参加者名（企業名、団体名）が分かるような記述を一切しないようお願いし

ます。 

 

11 提案説明および選考方法 

提案書等の提出のあった事業者の内、応募資格を満たすと認められた事業者を対象に、提案説明（プ

レゼンテーション及び質疑応答）による審査を行います。 

（１）期日    令和８年１月 29日（木）午後（予定） 

（２）時間・場所 令和８年１月 21日(水)１７時までに対象事業者に通知します。 

      （順番は提出書類の受付順とします。） 

（３）提案説明 

 ・時間  １事業者につき２５分（説明１５分、質疑応答１０分） 

・出席者 １事業者につき３名まで 

※提案説明は、提出書類をもとに行ってください（スクリーンやプロジェクターの使用はできま

せん）。 

（４）審査方法及び最優秀提案者の決定 

提案競技の審査委員会において、資料３「評価項目表」に基づき提案内容の審査を行い、最も評

価点の高い者を最優秀提案者として決定し、２番目に評価点の高い者を次点提案者とします。ただ

し、いずれの場合も、評価点の合計が７２点（満点のうち６割）以上である必要があります。 

 （５）業者選定通知 

   令和８年２月６日（金）までにＥメールで通知します。 

 

12 応募書類の取り扱い 

（１）提案書提出後において、提案者の選定までの間は提案書に記載された内容の変更は認めません。

ただし明らかな誤字・脱字等の場合はこの限りではありません。 

（２）提出された提案書等一切の書類は返却しません。なお、提出された書類については、契約に至っ

た場合に活用するほかは、業者選定以外の目的で提案者に無断で使用することはありません。 

 

13 失格条件 

  公募条件を満たさない提案を行った場合、提出書類に虚偽の記載があった場合、選考委員等に対する

不正な行為が認められた場合、又は事業推進に必要な手続きを行わない場合は、失格となります。 

 

※なお、最優秀提案者に選出された場合であっても契約締結までの間に、措置要領別表第１、第２及

び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合又は本市に提出した書類又は電子ファイルに虚偽
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の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は、契約の相手方

としません。 

 

14 契約 

最優秀提案者を契約相手方候補として速やかに協議を行い、契約内容の詳細を確定し、その後、業務

委託契約手続きを行います。なお、契約締結に至らない場合は、次点となった参加事業者と業務委託契

約手続きを行います。 

 ※複数の事業者による提案の場合、主たる事業者(申請者)を契約相手方候補とします。 

 

15 その他留意事項 

（１）提案にかかる費用は、応募者が負担するものとします。 

（２）審査結果に関する質問には一切回答できません。 

（３）提出された提案書の内容は、契約を締結した際に提案者が責任を持って必ず履行できる内容とし

てください。 

（４）提案説明にあたっては、本委託業務を主に担当する者が行ってください。 

 

16 問い合わせ・提案提出先 

  福岡市福祉局 高齢社会部 高齢福祉課 担当：今村、日浦 

  〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神１－８－１ 福岡市役所１２階 

ＴＥＬ：０９２－７１１－４８８１ ＦＡＸ：０９２－７３３－５５８７ 

Ｅメール：koreifukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp 


